
 
〇
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第　
　
　

号

遺
失
物
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
条
（
同
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の

 

規
定
に
基
づ
き
、
遺
失
物
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和　

年　
　

月　
　
　

日
 

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長　

赤
間　

二
郎　
　

 

遺
失
物
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

　

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の



 
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

  



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
掲
示
の
様
式
等
）

（
掲
示
の
様
式
等
）

 
 

第
九
条　

［
略
］

第
九
条　

［
同
上
］

 
 

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

３　

警
察
署
長
が
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

 

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
法
第
七
条
第
三
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
備
付
け
及
び
閲
覧
に
代
え

て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
縦
覧
等
を
行

う
場
合
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
（
保
管
物
件
に
あ
っ

て
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

を
警
察
署
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
け
る
表
示
又
は
当
該
事

項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
も

の
と
す
る
。

 
 

（
他
の
警
察
本
部
長
に
通
報
す
る
貴
重
な
物
件
）

（
他
の
警
察
本
部
長
に
通
報
す
る
貴
重
な
物
件
）

 

第
十
一
条　

法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
に
お
い

第
十
一
条　

［
同
上
］

 

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
物
件
は

 
 

、
次
に
掲
げ
る
物
件
と
す
る
。

 
 

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

四　

運
転
免
許
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

四　

運
転
免
許
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
第

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律



第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律
又
は

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
個
人

個
人
の
身
分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一
身
に
専
属
す
る
権
利
を
証
す

 
の
身
分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一
身
に
専
属
す
る
権
利
を
証
す
る
も

る
も
の

 
 

の
［
五
・
六　

略
］

［
五
・
六　

同
上
］

 
 

（
警
察
署
長
に
よ
る
遺
失
者
の
確
認
の
方
法
等
）

（
警
察
署
長
に
よ
る
遺
失
者
の
確
認
の
方
法
等
）

第
二
十
条　

法
第
十
一
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
条　

法
第
十
一
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適

 
 

当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

返
還
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
者
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

一　

返
還
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
の
提
示

 

若
し
く
は
電
磁
的
記
録
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
又
は
番
号
利
用
法
第
二
条

を
受
け
る
こ
と
。

 

第
八
項
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
構
成
す
る
電
磁
的
記
録

 

の
う
ち
、
当
該
者
の
氏
名
及
び
住
所
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
（

 

以
下
「
特
定
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
の
送
信
（
番
号
利
用
法
第
十
八

 

条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
行
う
も
の
に
限

 

る
。
第
三
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第

 

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
電
磁
的
記
録

 

が
当
該
送
信
を
行
っ
た
当
該
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
確
認
（
番
号
利
用

 

法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

 

同
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
行
う
も
の
に
限
る

 

。
第
三
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
二

 
 

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
。

 
 

二　

［
略
］

二　

［
同
上
］

 
 

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］



３　

警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
を
権
利
取
得
者
に
引
き
渡
す
と
き
は
、
次
に
掲

３　

警
察
署
長
は
、
提
出
物
件
を
権
利
取
得
者
に
引
き
渡
す
と
き
は
、
次
に
掲

 

げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
引
渡
し
を
求
め
る
者
が
当
該
物

げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
引
渡
し
を
求
め
る
者
が
当
該
物

件
の
権
利
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
別
記
様
式
第
八
号
の
受
領
書
又

件
の
権
利
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
別
記
様
式
第
八
号
の
受
領
書
又

 
 

は
拾
得
物
件
預
り
書
と
引
換
え
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
拾
得
物
件
預
り
書
と
引
換
え
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
者
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書

一　

引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
及
び

面
又
は
電
磁
的
記
録
の
提
示
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
物
件
に
係
る
拾
得
物

当
該
物
件
に
係
る
拾
得
物
件
預
り
書
又
は
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
書
面

 
 

件
預
り
書
又
は
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

 

二　

引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
、
特
定
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
る
と
と

 
 

［
号
を
加
え
る
。
］

 

も
に
、
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
が
当
該
送
信
を
行
っ
た
当
該
者
の
も
の
で

 

あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
物
件
に
係
る
拾
得
物
件
預
り
書

 
 

又
は
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

三　

［
略
］

二　

［
同
上
］

 
 

（
遺
失
者
が
判
明
し
た
と
き
の
措
置
等
）

（
遺
失
者
が
判
明
し
た
と
き
の
措
置
等
）

 
 

第
三
十
五
条　

［
略
］

第
三
十
五
条　

［
同
上
］

 
 

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

３　

特
例
施
設
占
有
者
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第
二
十
二
条
第

３　

特
例
施
設
占
有
者
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第
二
十
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
同
意
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
同
意
」
と
い
う
。

二
項
に
規
定
す
る
同
意
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
同
意
」
と
い
う
。

）
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
拾
得
者
が
、
あ
ら

）
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
拾
得
者
が
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
特
例
施
設
占
有
者
に
対
し
、
同
意
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
て

か
じ
め
、
当
該
特
例
施
設
占
有
者
に
対
し
、
同
意
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
た

 
 

い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

書
面
を
提
出
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
 

４　

［
略
］

４　

［
同
上
］

５　

特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
の
遺
失
者
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い

５　

特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
の
遺
失
者
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い

て
拾
得
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
べ
き
期
日
、
当
該
物
件
を
引

て
拾
得
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
べ
き
期
日
、
当
該
物
件
を
引

き
取
ら
な
い
場
合
に
所
有
権
を
喪
失
す
る
期
日
、
当
該
物
件
の
引
渡
し
に
係

き
取
ら
な
い
場
合
に
所
有
権
を
喪
失
す
る
期
日
、
当
該
物
件
の
引
渡
し
に
係



る
手
続
を
行
う
場
所
及
び
当
該
物
件
に
つ
い
て
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
費

る
手
続
を
行
う
場
所
及
び
当
該
物
件
に
つ
い
て
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
費

用
が
あ
る
と
き
は
当
該
費
用
は
当
該
物
件
を
引
き
取
る
者
の
負
担
と
な
る
旨

用
が
あ
る
と
き
は
当
該
費
用
は
当
該
物
件
を
引
き
取
る
者
の
負
担
と
な
る
旨

を
記
載
し
た
書
面
を
あ
ら
か
じ
め
拾
得
者
に
交
付
し
、
又
は
当
該
書
面
に
記

を
記
載
し
た
書
面
を
あ
ら
か
じ
め
拾
得
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項

 

 

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
あ
ら
か
じ
め
拾
得
者
に
提
供
す

の
規
定
に
よ
る
通
知
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６　

前
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
提
供
は
、
特
例
施
設
占
有
者
の
使
用

［
項
を
加
え
る
。
］

に
係
る
電
子
計
算
機
と
拾
得
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。

）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

（
特
例
施
設
占
有
者
に
よ
る
遺
失
者
の
確
認
の
方
法
等
）

（
特
例
施
設
占
有
者
に
よ
る
遺
失
者
の
確
認
の
方
法
等
）

第
三
十
七
条　

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る

第
三
十
七
条　

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る

 
 

方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

返
還
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
者
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

一　

返
還
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
の
提
示

 

若
し
く
は
電
磁
的
記
録
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
又
は
特
定
電
磁
的
記
録
の

を
受
け
る
こ
と
。

 

送
信
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
が
当
該
送
信
を
行
っ

 
 

た
当
該
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

 
 

二　

［
略
］

二　

［
同
上
］

 

２　

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
領
書
は
、
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て

［
項
を
加
え
る
。
］

 
 

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３　

第
三
十
五
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
二
条

［
項
を
加
え
る
。
］

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
換
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

 

、
第
三
十
五
条
第
六
項
中
「
特
例
施
設
占
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
遺
失
者
」



 

と
、
「
拾
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
施
設
占
有
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

 
 

と
す
る
。

４　

特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
を
権
利
取
得
者
に
引
き
渡
す
と
き
は
、

２　

特
例
施
設
占
有
者
は
、
保
管
物
件
を
権
利
取
得
者
に
引
き
渡
す
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
引
渡
し
を
求
め
る
者
が

次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
引
渡
し
を
求
め
る
者
が

当
該
物
件
の
権
利
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
当
該
物
件
を
受
領
し
た

当
該
物
件
の
権
利
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
当
該
物
件
を
受
領
し
た

 

旨
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

旨
を
記
載
し
た
書
面
と
引
換
え
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

的
記
録
と
引
換
え
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
者
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書

一　

引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
そ
の
氏
名
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
及
び

面
又
は
電
磁
的
記
録
の
提
示
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
物
件
に
係
る
法
第
十

当
該
物
件
に
係
る
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と

 
 

四
条
に
規
定
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

。

 

二　

引
渡
し
を
求
め
る
者
か
ら
、
特
定
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
る
と
と

［
号
を
加
え
る
。
］

 

も
に
、
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
が
当
該
送
信
を
行
っ
た
当
該
者
の
も
の
で

 

あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
物
件
に
係
る
法
第
十
四
条
に
規

 
 

定
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
。

 
 

三　

［
略
］

二　

［
同
上
］

５　

第
三
十
五
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
と
の

［
項
を
加
え
る
。
］

引
換
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
特

例
施
設
占
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
権
利
取
得
者
」
と
、
「
拾
得
者
」
と
あ
る

の
は
「
特
例
施
設
占
有
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
一
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る

第
四
十
一
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る

提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き

提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に 

係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
の
電
磁
的
記
録
媒
体



 
 

。

提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
～
七　

略
］

［
一
～
七　

同
上
］

 
   



   

［
様
式
を
削
る
。
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

   



 
　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分

 

の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

 

３　

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　


